
２道路施設・植栽等巡回点検調査業務委託仕様書 

（適用範囲） 

第1条  本仕様書は、発注者（以下「甲」という。）が受注者（以下「乙」という。）に委

託する道路施設・植栽等巡回点検調査業務委託（以下「業務」という。）に適用する。 

（目的） 

第2条  この業務は、神栖市が管理する市道（以下「道路」という。）の現状を把握し、道

路の異常、街路樹張り出しによる視界不良に対して適切な措置を講じるとともに、

樹種・樹木数の把握等、道路管理上必要な情報を収集することにより、道路を常に

良好な状態に保ち、安全で円滑な交通を確保することを目的とする。 

（業務内容）   

第3条 乙は次に掲げる業務を実施するものとする。 

（１） 道路パトロールの実施 

（２） 道路の状況把握と異常の発見、緊急を要する異常個所の応急措置 

（３） 各種道路施設の点検 

（４） 街路樹の張り出しの発見、樹種及び本数の調査 

（５） その他、甲の指示するもの 

（道路施設点検・調査体制） 

第4条  道路施設点検・調査体制は原則として自動車を用い、パトロールの形で実施する

ものとし、パトロール要員 2名 1班編成で実施する。 

   2 運転手については第 1種普通以上の運転免許を有し、かつ普通自動車以上の運転

実務経験が 2年以上であること。 

 3 パトロール要員は交代員を含め複数名とすることができる。 

（業務管理責任者） 

第5条 乙は委託業務の実施責任者として、業務管理責任者を選任し、甲に通知しなけれ 

ばならない。 

    2 業務管理責任者はパトロールの適切な履行を確保するため、パトロール要員を指

導、監督しなければならない。 

    3 業務管理責任者は毎月 10 日までに業務全般に関しての業務報告書の提出を行う

とともに、業務の実施方針に関して監督員と業務履行状況の確認、道路パトロール

実施計画やその他、業務実施上、必要となる事項について打ち合わせを行うものと

する。また、打ち合わせの結果を様式 1により相互確認するものとする。 

（委託料の支払） 

第6条 甲は、前条の業務報告書を受理した時は、遅滞なく当該成果品を検査し、検査に 

合格した時は、委託料を支払いする。 

ただし、委託料は契約締結後、別表に定める額を月別に支払うものとする。 



（実施計画書） 

第7条 乙は以下の各号に掲げるところにより、道路パトロールに関する実施計画書を 

作成し、甲に提出し当該計画に従って実施するものとする。 

（１） 委託契約の締結後、速やかに「パトロール計画書（様式 2）」及び「組 

織票及び連絡体制（様式 3）」を作成し、監督員に提出し承諾を受けな 

ければならない。 

（２） 乙は毎月、月ごとの「道路パトロール実施計画書（様式 4）」を作成し、 

毎月 25日までに翌月分を監督員に提出し、承諾を受けなければならない。 

（３） 当該実施計画にかかわらず、監督員が異常気象等により道路パトロール 

の実施が困難と判断した場合はこの限りではない。 

（道路パトロールの種類） 

第8条 パトロールの種類は次のとおりとする。 

（１） 平常時パトロール 平常時における道路の状況及び道路交通の安全性につい      

て点検する昼間パトロール及び夜間パトロールをいう。 

（２） 異常時パトロール 豪雨、地震等の異常気象が生じたときに危険の予想され

る箇所の点検及び災害発生の概況と道路交通に及ぼす影響等を把握するため

に行うパトロールをいう。 

（３） 定期パトロール 主要な構造物、道路防災総点検による 

 ２ この業務で対象とするパトロールは平常時パトロール（夜間パトロールは除く）、 

異常時パトロール及び定期パトロール（防災カルテ作成箇所を除く）とする。 

（道路パトロールの内容） 

第9条 平常時パトロールは、以下の各号に掲げる事項について、車両からの目視により 

   行うものとし必要がある場合は、徒歩により行うものとする。 

（１） 路面の状況 

（２） 路肩、路側の状況 

（３） 法面の状況 

（４） 排水施設の状況 

（５） 擁壁の状況 

（６） 交通安全施設の状況 

（７） 街路樹、植栽帯の状況 

（８） 橋りょうの状況 

（９） 歩道の状況 

（10）道路工事等の施工箇所における保安施設・交通処理状況 

（11）道路の占有の状況 

（12）道路の隣接地における工事の状況 

（13）その他 



 ２ 異常時パトロールは本条第 1項に準じるが、異常事象に応じて適宜重点項目を定め 

車両内からの目視により行うものとし、必要がある場合は徒歩により行うものとする。 

 ３ 定期パトロールは橋りょう等の主要構造物について細部の状況、あるいは損傷状況 

を把握するため徒歩により実施する。 

（道路パトロールの実施） 

第 10条 パトロール業務は以下の各号に掲げるところにより実施するものとする。 

（１） 乙は原則として実施計画書により、道路パトロールを実施しなければならな

い。ただし、監督員から指示を受けた場合はこの限りではない。 

（２） パトロール（始業時連絡、終業時報告を含む。）は、契約締結日から令和 3

年 3 月 31 日の期間とし、土曜日、日曜日、祝祭日及び年末年始（12 月 29

日から 1月 3日まで）を除いた午前 9時から午後 4時に実施することを原則

とする。ただし、異常時パトロール及び年末年始期間の事前に監督員から指

示された日のパトロールはこの限りではない。 

（３） パトロール実施日は監督員に、パトロールの出発及び終了の報告を行うもの

とする。 

（４） パトロールの頻度は原則として 1路線につき月 1回程度とする。 

（５） パトロール業務に使用する車両は、乙が調達し、車両の両側面にわかり易く

「神栖市道路パトロール」と表示するものとする。 

（６） パトロール業務実施中は黄色回転灯を点灯するものとする。 

（７） 異常気象等により、業務履行不可能な時事が生じた場合、道路パトロールを

中止する。その中止期間にあたる道路パトロール回数については変更対象と

する。 

（道路パトロール中の措置） 

第 11条 乙は道路パトロール中に道路に異常を発見した場合は以下の各号に掲げる措置を 

行うとともに、甲に報告するものとする。 

（１） 道路の損傷等一般交通に支障を与えると判断されるものについては、応急措 

置を講じ、監督員に電話等で速やかに報告するとともに、状況のわかる写真

撮影、記録等を行うものとする。なお、応急措置を行うことが困難なものに

ついては監督員に電話等で速やかに報告し、指示を受けるものとする。 

（２） 道路に対する不法行為等を発見した場合は、監督員に電話等で報告するとと 

もに状況のわかる写真撮影、記録等を行うものとする。 

（３） 道路工事等で一般交通等に支障があると判断される場合は、監督員に電話 

等で速やかに報告するとともに、状況のわかる写真撮影、記録等を行うもの

とする。 

（４） 異常気象に遭遇した場合は、監督員に速やかに連絡し、その指示を受ける 

ものとする。 



（履行する際の注意事項） 

第 12条 業務管理責任者は本仕様書に基づき業務の適正な履行の確保に努めなければな 

らない。 

２ パトロール車の運転手は道路交通法等関係法規を厳守するとともに、常に安全運転に 

努めなければならない。 

３ 乙は住民から常に注目されていることを自覚し、その行動は誤解を招くことの無いよ  

うに注意するとともに、住民には親切丁寧に応対すること。 

４ パトロール要員は業務遂行中、甲が発行する身分証明書を常に携行し、第三者から請 

求があったときはこれを提示すること。 

（道路パトロール結果の報告等） 

第 13条 乙は以下の各号に掲げるところにより、道路パトロール結果を甲に報告すること。 

（１） 業務の実施結果は、毎日、別に定める報告書に整理すること。 

（２） 報告書は「道路パトロール日誌（様式 5）」、「路線別点検・調査表（様式 6）」、

「異常箇所整理表（様式 7）」、「情報提供整理表（様式 8）」及び「パトロール

実施状況月報（様式 9）」とする。 

（３） 緊急を要する道路パトロール結果については、前号の報告を行う前に電話等

で監督員に報告しなければならない。 

（４） 「路線別点検・調査表（様式 6）」については、原則として実施日当日に提出

すること。これ以外の報告書については翌日の提出を可能とする。 

（５） 月に 1 回の頻度で路線ごとのパトロール状況写真を道路パトロール日誌に添

付すること。なお、撮影ポイントは毎月変化させること。 

（６） 定期パトロールの報告書は、日常パトロールに準ずるものとする。 

（守秘義務及び情報管理） 

第 14条 本業務の実施において知りえた情報を第三者に漏らしてはならない。 

２ 個人情報を取り扱う場合は情報セキュリティを確保し、データの流出は絶対あって

はならない。 

（受注者の責任） 

第 15条 業務従事者として要求される注意事務を怠り、本業務の目的に反した履行を行っ

たことで、物的損害、人的損害等を発生させた場合、受注者は責任を負う。 

（その他） 

第 16条 業務に必要なパソコン関連機器、事務用品は乙が用意すること。 

    ただし、路面補修に必要な常温合材は必要数量を支給する 

２ 乙が職員のパソコンを使用しないこと。 

 また、乙が準備し、使用するパソコンからのデータをＵＳＢ等の外部記憶媒体を介 

して、甲の使用するパソコンに入出力してはならない。 

３ 定期的にパトロール結果、写真等のデータを電子メールまたはウイルスチエック 



を済ませたＣＤ－Ｒ等にて監督員に提出すること。 

４ 業務の遂行にあたり、設計図書に記載のない事項及び疑義が生じた場合は、甲乙 

協議の上定めるものとする。  


